
（仮称）石巻風力発電事業

株式会社ユーラスエナジーホールディングス

宮城県石巻市

風力発電所設置事業
・風力発電所出力：２０，０００ｋＷ
・風力発電機の台数：２，５００ｋＷ×８基設置予定)
・ブレード枚数：３枚
・ローター中心までの地上高：８５ｍ
・ローター直径：１０３ｍ

工事開始時期：平成２８年６月（予定）
・道路・ヤード造成工事（約６ヶ月）
・基礎工事（約４ヶ月）
・電気工事（送電線）（約６ヶ月）
・輸送・据付工事（約４ヶ月）
・電気工事（約４ヶ月）

1．現況

平成２５年末現在で石巻市には一般環境大気測定局が１地点存在する。石巻局では光
化学オキシダントについて環境基準を達成できていない。石巻市における大気汚染に係
る苦情の発生件数は、平成２０年度４４件、平成２１年度１０件、平成２２年度不明、平成
２３年度２件、平成２４年度４件となっている。

2．環境保全措置

・急発進、急加速の禁止及びアイドリングストップ等エコドライブ（環境負荷の軽減に配慮
した運転）を実施する。
・工事用資材等の搬出入に用いる車両の出場時には、必要に応じ、散水、タイヤ洗浄等
を行う。
・可能な限り排出ガス対策型の建設機械を使用する。他

3．予測・評価
環境保全措置を講じることにより、工事用資材等の搬出入、建設機械の稼働に伴う窒素
酸化物及び粉じん等は実行可能な範囲内で影響の低減が図られているものと評価す
る。

1．現況

石巻市においては、一般環境騒音に係る調査は実施されていない。自動車交通騒音に
ついては、平成２２年度に３箇所で測定が行われている。市内の３箇所の測定地点のうち
全地点で昼間の環境基準を超過しており、１地点で夜間の環境基準を超過している。石
巻市内では８地点で航空機騒音の測定が行われており、うち２地点で環境基準を超過し
ている。騒音に係る苦情の発生件数は平成２０～２４年度の５年間において、平成２０年
度３５件（うち低周波１件）、平成２１年度６３件（うち低周波１件）等となっている。宮城県
内では、低周波音に関する測定は実施されていない。また、低周波音に係る苦情の発生
件数は平成２０年度、平成２１年度にそれぞれ１件の苦情が発生しているが、具体的な内
容は不明である。

2．環境保全措置

・急発進、急加速の禁止及びアイドリングストップ等エコドライブ（環境負荷の軽減に配慮
した運転）を実施する。
･可能な限り低騒音型の建設機械を使用する。
・風力発電機の設置位置は、住居地域から可能な限り隔離して計画する。他

3．予測・評価
環境保全措置を講じることにより、工事用資材等の搬出入、建設機械の稼働、施設の稼
働に伴う騒音、超低周波音は実行可能な範囲内で影響の低減が図られているものと評
価する。

1．現況
石巻市では振動の定期測定は行われていない。石巻市における平成２０～２４年度の５
年間の振動に係る苦情の発生件数は平成２０～２１年度０件、平成２２年度不明、平成２
３年度１件、平成２４年度１件である。

2．環境保全措置
・急発進、急加速の禁止及びアイドリングストップ等エコドライブ（環境負荷の軽減に配慮
した運転）を実施する。
･工事規模にあわせて建設機械を適正に配置し、効率的に使用する。他

3．予測・評価
環境保全措置を講じることにより、工事用資材等の搬出入に伴う道路交通振動、建設機
械の稼働に伴う振動は実行可能な範囲内で影響の低減が図られているものと評価す
る。

1．現況

旧北上川の上流域及び北上川は生活環境項目に係る環境基準においてA類型にしてい
されている。また、旧北上川の下流域はB類型に指定されている。対象事業実施区域及
びその周囲では、旧北上川の２地点で水質が測定されており、その測定結果は生物化学
的酸素要求量、浮遊物質量ともに環境基準を達成している。石巻市における平成２０～２
４年度の５年間の水質汚濁に係る苦情の発生件数は平成２０年度７件、平成２１年度１
件、平成２２年度不明、平成２３年度３件、平成２４年度４件となっている。石巻市におい
ては、ダイオキシン類を除き、水底の底質に係る調査は実施されていない。

2．環境保全措置
・地形等を十分考慮し、改変面積を最小限にとどめる。
・土砂の流出を防止する対策として、適切な場所に土砂流出防止柵を設置する。他

3．予測・評価
環境保全措置を講じることにより、周辺の水環境に及ぼす影響は小さいものと考えられ
ることから、実行可能な範囲内で影響の低減が図られているものと評価する。
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事業実施区域
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1．現況

対象事業実施区域は籠峰山から上品山に至る小起伏山地にあたる。周辺では、硯上山
等の山頂部は緩やかな平原状をなし、中腹以下は急峻な傾斜地が多い。また、北上川
や旧北上川の周辺には三角州性低地が広がっている。風力発電機の設置位置は標高
約１８０～３８０ｍの山地となっている。

2．環境保全措置 ・風力発電機の設置位置は、住居地域から可能な限り隔離して計画する。

3．予測・評価

風車の影が日間３０分以上、年間３０時間以上かかる住居地域はごく狭い範囲に限定さ
れている。また、年間３０時間以上風車の影がかかる可能性（前提条件：３６５日快晴か
つ風車が対象地域に対して常に正対）が示唆された地点は、いずれも山の麓付近に位
置しており、住居沿いには樹林帯が存在している。以上のことから、施設の稼働に伴う風
車の影の影響は軽微であり、環境保全措置を講じることにより、実行可能な範囲内で影
響の低減が図られているものと評価する。

2．環境保全措置

・土砂の流出を防止する対策として、適切な場所に土砂流出防止柵を設置する。
・樹木の伐採を最小限とし、造成により生じた切盛法面は可能な限り在来種を用いた緑
化を行う。また、萌芽再生等を利用して現状の植生への早期回復を図る。
・工事関係車両の走行速度等の注意喚起に努めることで、動物と接触する事故を未然に
防ぐ。他

3．予測・評価

環境保全措置を講じることにより、造成等の施工による一時的な影響、並びに地形改変
及び施設の存在、施設の稼働に伴う重要な種及び注目すべき生息地への影響は少ない
と考えられることから、実行可能な範囲内で影響の回避・低減が図られているものと評価
する。なお、風力発電機のブレード及びタワー基部に塗色する目玉模様はブレードの出
来るだけ先端の方に、直径５０ｃｍ程度のものを想定している。目玉模様の色や形等の詳
細については専門家と協議の上決定する。

1．現況

対象事業実施区域及びその周囲約２５０ｍにおいて、その大半が山地であり、コナラ群落
やアカマツ群落、スギやクロマツ等の植林が広がっている。中部は牧草地として利用さ
れ、一部に伐採跡地、ススキ群落を確認した。北部の一部は北上川に面した平地であ
り、人工構造物や造成地、水田や畑などの耕作地として利用されている。耕作地の周辺
では、竹林やハリエンジュ植林、植栽樹林群などを確認した。
対象事業実施区域及びその周囲約１００ｍにおける植物相の調査結果は、６２８種であっ
た。重要な種については、対象事業実施区域及びその周囲で７種、対象事業区域内にお
いて４種確認された。また、重要な植物群落については、対象事業実施区域及びその周
囲において確認されなかった。

2．環境保全措置

・地形等を十分考慮し、改変面積を最小限にとどめる。
・土砂の流出を防止する対策として、適切な場所に土砂流出防止柵を設置する。
・樹木の伐採を最小限とし、造成により生じた切盛法面は可能な限り在来種を用いた緑
化を行う。また、萌芽再生等を利用して現状の植生への早期回復を図る。他

3．予測・評価

造成等の施工による重要な種及び重要な群落への一時的な影響、並びに地形改変及び
施設の存在に伴う重要な種及び重要な群落への影響については、環境保全措置を講じ
ることにより、影響は少ないものと考えられることから、実行可能な範囲内で影響の回避・
低減が図られているものと評価する。

1．現況

対象事業実施区域及びその周辺には、コナラ群落を主体とする落葉広葉樹林、スギ植林
やアカマツ群落を主体とする針葉樹林・植林地が広く分布しており、尾根部には牧草地や
ススキ群落等のまとまった草地がみられる。また、山頂付近の谷筋にはいくつかの小さな
沢がみられる。山裾の低地は農耕地として利用されており、水田や畑がみられる。対象
事業実施区域及びその周辺には、草地環境及び谷筋の沢を含む樹林環境を基盤とした
陸域の生態系が成立しているものと考えられる。
上位性注目種：ノスリ
典型性注目種：ノウサギ
特殊性注目種：対象事業実施区域には、特殊な環境は存在しないため、特殊性の注目
種は選定しない。

2．環境保全措置
・樹木の伐採を最小限とし、造成により生じた切盛法面は可能な限り在来種を用いた緑
化を行う。また、萌芽再生等を利用して現状の植生への早期回復を図る。
・地形等を十分考慮し、改変面積を最小限にとどめる。他

3．予測・評価
環境保全措置を講じることにより、生態系への造成等の施工による一時的な影響、並び
に地形改変及び施設の存在、施設の稼働に伴う影響は少ないものと考えられることか
ら、実行可能な範囲内で影響の回避・低減が図られているものと評価する。

1．現況
主要な眺望点として、北上川河川敷、上品の郷等８地点、身近な景観地点として、東福田
地区、石巻霊園等７地点を選定した。また、湖沼景観としての富士沼等の景観資源が４
地点分布している。

2．環境保全措置
・風力発電機の設置位置は、住居地域から可能な限り隔離して計画する。
・風力発電機のライトアップは実施しない。
・風力発電機は、周囲の環境になじみやすいように明度・彩度を抑えた塗色とする。他
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1．現況

現地調査の結果、対象事業実施区域及びその周囲において、哺乳類１７種、鳥類８１種、
爬虫類７種、両生類７種、昆虫類７８３種、魚類２２種、底生動物１０３種が確認された。
現地調査で確認された重要な種は、哺乳類４種、鳥類８４種、爬虫類３種、両生類８種、
昆虫類１０２種、魚類１３種、底生動物０種が確認された。
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3．予測・評価

環境保全措置を講じることにより、また、上品山及び籠峰山には鉄塔や航空自衛隊の
レーダーが既設されていることから、景観の変化は少ないと予測される。また、風力発電
機の選定にあたっては、事業の実行可能な範囲で極力ローター直径の小さな機種の選
定に努める。以上のことから、地形改変及び施設の存在に伴う景観への影響は実行可
能な範囲内で影響の低減が図られているものと評価する。

2．保全

・上品山及び籠峰山等で大きなイベント等が開催される場合は、主催者等関係者と調整
を行い、影響が最小限となるよう検討する。
・対象事業実施区域内で可能な限り土量バランスを考慮することで残土の発生量を抑制
し、土砂の搬出に係る工事用資材等の搬出入に伴う車両台数を低減する。
・石巻緑のハイキングロードの迂回路の設置を検討する。他

3．予測・評価
関係保全措置を講じることにより、工事用資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触
れ合いの活動の場への影響は小さいものと考えられ、実行可能な範囲内で影響の低減
が図られているものと評価する。

1．現況
石巻市における一般廃棄物の排出量は、約５６，０００ｔとなっている。また、対象事業実
施区域から半径５０ｋｍの範囲における産業廃棄物処理施設について、中間処理施設が
１４４箇所、最終処分場が４箇所となっている。

2．環境保全措置

・産業廃棄物は可能な限り有効利用に努め、発生量の削減に努める。
・分別収集・再利用が困難な産業廃棄物は、専門の処理会社に委託し、適正に処理す
る。
・掘削工事に伴う発生土は、埋め戻し、盛土及び敷き均しに利用し、対象事業実施区域
内で再利用することにより、残土の発生を可能な限り低減する。他

3．予測・評価
環境保全措置を講じることにより、工事の実施に伴い発生する産業廃棄物及び残土の発
生量は、実行可能な範囲内で低減が図られているものと評価する。

＜大気環境（騒音、超低周波音の調査）＞
適切な点検・整備を実施する効果的で実効性のある環境保線措置を講ずるものの、実際
の状況を把握するため、事後調査を実施する。
＜動物（バードストライクに関する調査）＞
環境保線措置を講じることにより、地形改変及び施設の存在、施設の稼働による重要な
種への影響は現時点において実行可能な範囲内で回避、低減が図られているものと評
価されるが、不確実性が高いことから、事後調査を実施する。
＜動物（ミサゴの繁殖状況）＞
環境保全措置を講じることにより、地形改変及び施設の存在、施設の稼働によるミサゴ
の繁殖への影響は現時点において実行可能な範囲内で回避、低減が図られているもの
と評価されるが、不確実性が高いことから、事後調査を実施する。

特になし。

住民意見の概要及び事業者見解：平成２７年５月２８日開催風力部会(平成２７年度第４
回)資料 ２-２-２参照
関係都道府県知事意見：資料 ２-４-３参照
環境大臣意見：資料 ２-４-４参照

環境審査顧問会風力部会の意見を聞いた上、環境の保全について適正な配慮がなされ
ることを確保するための意見を記載する。

本審査書は事業者から届出された環境影響評価準備書を基に作成したものである。

審査結果

その他特記事項

住民意見の概要及び事業者見解・関係
都道府県知事意見・環境大臣意見

事後調査
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対象事業実施区域及びその周辺における主要な人と自然との触れ合いの活動の場とし
て、上品山、籠峰山、追波川河川運動公園野鳥観察広場等８地点がある。1．現況
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